
JP  7737248  B2  2025.9.10

(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

　橋梁の第１部材と第２部材の間に掛け渡された通信用又は電力用のケーブルの取付構造

であって、

　上記ケーブルの上記第１部材又は第２部材の端部の近傍に設けられた余長部と、

　上記ケーブルの余長部を、上記第１部材又は第２部材に設定された保持位置に保持する

余長部保持部材と、

　上記第１部材と第２部材の間に基準値を超える相対変位が生じたときに、上記余長部保

持部材によるケーブルの余長部の保持を解除して、上記余長部を伸展可能とする保持解除

機構と

を備え、

　上記余長部保持部材が、上記ケーブルの余長部を上記第１部材又は第２部材に連結する

線状部材を含み、

　上記保持解除機構が、上記第１部材と第２部材の間に基準値を超える相対変位が生じた

ときに引張力が作用する引張部材と、この引張部材の引張力により上記余長部保持部材の

線状部材を切断する切断部材とを含む

ことを特徴とする橋梁添架ケーブルの取付構造。

【請求項２】

　請求項１に記載の橋梁添架ケーブルの取付構造において、

　上記保持解除機構の引張部材が、上記余長部保持部材の線状部材よりも強度の高い線状
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部 材 で 形 成 さ れ 、

　 上 記 保 持 解 除 機 構 の 切 断 部 材 が 、 上 記 引 張 部 材 と し て の 線 状 部 材 の 一 端 を 曲 げ 返 し て 作

製 さ れ 、 上 記 余 長 部 保 持 部 材 の 線 状 部 材 に 係 合 す る 環 状 部 分 に よ り 形 成 さ れ て い る こ と を

特 徴 と す る 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 。

【 請 求 項 ３ 】

　 請 求 項 １ に 記 載 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お い て 、

　 上 記 保 持 解 除 機 構 の 引 張 部 材 が 、 線 状 部 材 で 形 成 さ れ 、

　 上 記 保 持 解 除 機 構 の 切 断 部 材 が 、 上 記 引 張 部 材 と し て の 線 状 部 材 の 引 張 力 に よ っ て 駆 動

さ れ て 上 記 余 長 部 保 持 部 材 の 線 状 部 材 を 切 断 す る 切 断 刃 で 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す

る 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 。

【 請 求 項 ４ 】

　 橋 梁 の 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 掛 け 渡 さ れ た 通 信 用 又 は 電 力 用 の ケ ー ブ ル の 取 付 構 造

で あ っ て 、

　 上 記 ケ ー ブ ル の 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 の 端 部 の 近 傍 に 設 け ら れ た 余 長 部 と 、

　 上 記 ケ ー ブ ル の 余 長 部 を 、 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 設 定 さ れ た 保 持 位 置 に 保 持 す る

余 長 部 保 持 部 材 と 、

　 上 記 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生 じ た と き に 、 上 記 余 長 部 保

持 部 材 に よ る ケ ー ブ ル の 余 長 部 の 保 持 を 解 除 し て 、 上 記 余 長 部 を 伸 展 可 能 と す る 保 持 解 除

機 構 と

を 備 え 、

　 上 記 余 長 部 保 持 部 材 が 、 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 係 合 す る 係 合 金 具 を 含 み 、

　 上 記 保 持 解 除 機 構 が 、 上 記 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生 じ た

と き に 引 張 力 が 作 用 し 、 こ の 引 張 力 に よ り 上 記 係 合 金 具 の 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 へ の

係 合 を 解 除 さ せ る 引 張 部 材 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 。

【 請 求 項 ５ 】

　 橋 梁 の 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 掛 け 渡 さ れ た 通 信 用 又 は 電 力 用 の ケ ー ブ ル の 取 付 構 造

で あ っ て 、

　 上 記 ケ ー ブ ル の 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 の 端 部 の 近 傍 に 設 け ら れ た 余 長 部 と 、

　 上 記 ケ ー ブ ル の 余 長 部 を 、 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 設 定 さ れ た 保 持 位 置 に 保 持 す る

余 長 部 保 持 部 材 と 、

　 上 記 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生 じ た と き に 、 上 記 余 長 部 保

持 部 材 に よ る ケ ー ブ ル の 余 長 部 の 保 持 を 解 除 し て 、 上 記 余 長 部 を 伸 展 可 能 と す る 保 持 解 除

機 構 と

を 備 え 、

　 上 記 余 長 部 保 持 部 材 が 、 上 記 ケ ー ブ ル の 余 長 部 を 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 吸 着 さ せ

る 磁 石 を 含 み 、

　 上 記 保 持 解 除 機 構 が 、 上 記 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生 じ た

と き に 引 張 力 が 作 用 し 、 こ の 引 張 力 に よ り 上 記 磁 石 の 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 へ の 吸 着

を 解 除 す る 引 張 部 材 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 。

【 請 求 項 ６ 】

　 請 求 項 １ ， ４ 又 は ５ に 記 載 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お い て 、

　 上 記 保 持 解 除 機 構 の 引 張 部 材 が 、 上 記 第 １ 部 材 及 び 第 ２ 部 材 の う ち 、 こ の 保 持 解 除 機 構

で 保 持 が 解 除 さ れ る 余 長 部 の 配 置 さ れ た 部 材 と 異 な る 部 材 に 接 続 さ れ て い る こ と を 特 徴 と

す る 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 。

【 請 求 項 ７ 】

　 請 求 項 １ ， ４ 又 は ５ に 記 載 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お い て 、

　 上 記 ケ ー ブ ル の 上 記 保 持 位 置 に あ る 余 長 部 が 、 山 型 に 屈 曲 し て い る こ と を 特 徴 と す る 橋

梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 。

【 請 求 項 ８ 】

　 請 求 項 １ ， ４ 又 は ５ に 記 載 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お い て 、
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　 上 記 ケ ー ブ ル の 上 記 保 持 位 置 に あ る 余 長 部 が 、 ８ の 字 状 に 屈 曲 し て い る こ と を 特 徴 と す

る 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 。

【 請 求 項 ９ 】

　 請 求 項 １ ， ４ 又 は ５ に 記 載 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お い て 、

　 上 記 ケ ー ブ ル の 上 記 保 持 位 置 に あ る 余 長 部 が 、 互 い に 反 対 側 に 巻 回 さ れ た ２ つ の 巻 回 部

分 で 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 発 明 は 、 橋 梁 に 添 架 さ れ る 電 力 用 又 は 通 信 用 の ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に 関 す る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 従 来 よ り 、 橋 梁 に 添 架 さ れ る 電 力 用 又 は 通 信 用 の ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 と し て 、 橋 梁 の 構

成 部 材 の 変 位 に よ る 影 響 を 軽 減 す る よ う に 構 成 さ れ た も の が 知 ら れ て い る 。 こ の よ う な ケ

ー ブ ル の 取 付 構 造 と し て 、 従 来 、 隣 接 す る ２ つ の 橋 桁 端 部 の 近 傍 に 、 ケ ー ブ ル を 山 形 状 に

湾 曲 さ せ て 余 長 部 を 夫 々 形 成 し 、 各 余 長 部 の 橋 桁 端 部 側 を 、 対 向 す る 橋 桁 端 部 か ら 延 び る

ア ー ム 部 材 に 連 結 さ せ た も の が 提 案 さ れ て い る （ 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

　 こ の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 ２ つ の ア ー ム 部 材 の 先 端 部 が 、 対 向 す る 橋 桁 端 部

側 に 設 け ら れ た ガ イ ド 部 材 に 案 内 さ れ る よ う に 嵌 合 し て い る 。 ま た 、 一 方 の ア ー ム 部 材 の

先 端 部 の 近 傍 に 、 他 方 の 橋 桁 端 部 側 に お け る ケ ー ブ ル の 余 長 部 の 連 結 部 の 変 位 量 を ア ー ム

部 材 の 変 位 量 の 半 分 に 低 減 さ せ る 変 位 低 減 装 置 が 設 置 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ４ 】

　 隣 接 す る 橋 桁 の 間 に 変 位 が 生 じ る と 、 ケ ー ブ ル の ア ー ム 部 材 へ の 連 結 部 が 、 ア ー ム 部 材

の 案 内 さ れ る 方 向 に 移 動 す る と 共 に 、 ２ つ の 連 結 部 の 移 動 距 離 が 、 変 位 低 減 装 置 に よ っ て

均 一 化 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 ケ ー ブ ル の ２ つ の 余 長 部 を 均 等 に 伸 縮 す る よ う に 構 成 さ れ て

い る 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ５ 】

【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ０ ２ － ２ ５ ０ ６ １ ２ 号 公 報

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ ０ ６ 】

　 し か し な が ら 、 上 記 従 来 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 ア ー ム 部 材 と 、 こ の ア ー ム

部 材 に ケ ー ブ ル を 連 結 す る 連 結 部 材 と 、 ア ー ム 部 材 を 案 内 す る ガ イ ド 部 材 と 、 変 位 低 減 装

置 と を 備 え る の で 部 品 点 数 が 比 較 的 多 く 、 ま た 、 設 置 に 手 間 が か か る 不 都 合 が あ る 。 ま た

、 ア ー ム 部 材 及 び ガ イ ド 部 材 と 、 変 位 低 減 装 置 の 設 置 の た め に 比 較 的 広 い ス ペ ー ス が 必 要

で あ る た め 、 橋 梁 の 構 造 に よ っ て は 設 置 で き な い と い う 不 都 合 が あ る 。 ま た 、 変 位 低 減 装

置 は 、 ラ ッ ク 及 び ピ ニ オ ン 等 の 機 械 要 素 を 含 む た め 、 メ ン テ ナ ン ス に 手 間 が か か る と 共 に

、 耐 久 性 が 比 較 的 低 い と い う 不 都 合 が あ る 。

【 ０ ０ ０ ７ 】

　 そ こ で 、 本 発 明 の 課 題 は 、 比 較 的 簡 単 な 構 成 で 容 易 に 設 置 で き 、 比 較 的 狭 い ス ペ ー ス に

設 置 で き 、 ま た 、 高 い 耐 久 性 を 有 す る 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 を 提 供 す る こ と に あ る

。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ ０ ８ 】

　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め 、 本 発 明 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 橋 梁 の 第 １ 部 材 と

第 ２ 部 材 の 間 に 掛 け 渡 さ れ た 通 信 用 又 は 電 力 用 の ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 で あ っ て 、

　 上 記 ケ ー ブ ル の 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 の 端 部 の 近 傍 に 設 け ら れ た 余 長 部 と 、
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　 上 記 ケ ー ブ ル の 余 長 部 を 、 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 設 定 さ れ た 保 持 位 置 に 保 持 す る

余 長 部 保 持 部 材 と 、

　 上 記 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生 じ た と き に 、 上 記 余 長 部 保

持 部 材 に よ る ケ ー ブ ル の 余 長 部 の 保 持 を 解 除 し て 、 上 記 余 長 部 を 伸 展 可 能 と す る 保 持 解 除

機 構 と

を 備 え る こ と を 特 徴 と し て い る 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

　 上 記 構 成 に よ れ ば 、 橋 梁 の 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 掛 け 渡 さ れ て 取 り 付 け ら れ る ケ ー

ブ ル に 、 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 の 端 部 の 近 傍 に 位 置 す る よ う に 、 余 長 部 が 形 成 さ れ る

。 こ こ で 、 余 長 部 は 、 第 １ 部 材 及 び 第 ２ 部 材 の う ち の 一 方 に 形 成 さ れ て も よ く 、 第 １ 部 材

及 び 第 ２ 部 材 の 両 方 に 形 成 さ れ て も よ く 、 余 長 部 の 個 数 は 特 に 限 定 さ れ な い 。 上 記 橋 梁 の

第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 は 、 橋 梁 を 構 成 す る 部 材 で あ っ て 、 地 震 や 、 車 両 荷 重 や 、 風 荷 重 等 の

種 々 の 原 因 に よ り 相 互 間 に 変 位 が 生 じ る 部 材 が 該 当 す る 。 例 え ば 、 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 は

、 互 い に 隣 り 合 う 橋 桁 と 橋 桁 が 該 当 す る 。 ま た 、 例 え ば 、 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 は 、 互 い に

隣 り 合 う 橋 桁 と 橋 台 が 該 当 す る 。 上 記 ケ ー ブ ル は 、 橋 梁 に 添 架 さ れ る 通 信 用 又 は 電 力 用 の

ケ ー ブ ル で あ り 、 銅 や ア ル ミ ニ ウ ム 等 の 導 体 を 用 い た も の や 、 光 フ ァ イ バ を 用 い た も の が

該 当 す る 。 上 記 ケ ー ブ ル の 余 長 部 が 、 余 長 部 保 持 部 材 に よ り 、 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材

に 設 定 さ れ た 保 持 位 置 に 保 持 さ れ る 。 上 記 保 持 位 置 は 、 上 記 余 長 部 が 形 成 さ れ た 側 の 部 材

に 設 定 さ れ 、 例 え ば 上 記 余 長 部 が 第 １ 部 材 の 端 部 の 近 傍 に 形 成 さ れ た 場 合 、 保 持 位 置 は 第

１ 部 材 に 設 定 さ れ る 。 こ こ で 、 上 記 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が

生 じ た と き に 、 保 持 解 除 機 構 に よ り 、 上 記 余 長 部 保 持 部 材 に よ る ケ ー ブ ル の 余 長 部 の 保 持

が 解 除 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 が 、 伸 展 可 能 と な る 。 そ の 結 果 、 第 １ 部 材

と 第 ２ 部 材 の 相 対 変 位 に ケ ー ブ ル が 追 従 で き る の で 、 ケ ー ブ ル へ の 影 響 が 軽 減 さ れ 、 ケ ー

ブ ル の 断 線 や 切 断 等 の 不 都 合 を 効 果 的 に 防 止 で き る 。 上 記 構 成 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付

構 造 は 、 余 長 部 を 保 持 す る 余 長 部 保 持 部 材 と 保 持 解 除 機 構 に よ り 構 成 が 比 較 的 簡 単 で あ る

の で 、 容 易 に 設 置 で き 、 ま た 、 比 較 的 狭 い ス ペ ー ス に 設 置 で き る 。 ま た 、 ラ ッ ク 及 び ピ ニ

オ ン 等 の 機 械 要 素 を 含 ま な い の で 、 メ ン テ ナ ン ス の 手 間 が 少 な く 、 ま た 、 高 い 耐 久 性 を 有

す る 。

【 ０ ０ １ ０ 】

　 一 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 上 記 余 長 部 保 持 部 材 が 、 上 記 ケ ー ブ ル の

余 長 部 を 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 連 結 す る 線 状 部 材 を 含 み 、

　 上 記 保 持 解 除 機 構 が 、 上 記 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生 じ た

と き に 引 張 力 が 作 用 す る 引 張 部 材 と 、 こ の 引 張 部 材 の 引 張 力 に よ り 上 記 余 長 部 保 持 部 材 の

線 状 部 材 を 切 断 す る 切 断 部 材 と を 含 む 。

【 ０ ０ １ １ 】

　 上 記 実 施 形 態 に よ れ ば 、 余 長 部 保 持 部 材 が 線 状 部 材 を 含 み 、 こ の 線 状 部 材 に よ り 、 ケ ー

ブ ル の 余 長 部 が 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 連 結 さ れ る 。 線 状 部 材 に よ る 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部

材 へ の 連 結 は 、 直 接 行 わ れ て も 、 他 の 部 材 を 介 し て 間 接 的 に 行 わ れ て も よ い 。 こ れ と 共 に

、 保 持 解 除 機 構 が 引 張 部 材 と 切 断 部 材 を 含 み 、 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る

相 対 変 位 が 生 じ た と き に 上 記 引 張 部 材 に 生 じ る 引 張 力 に よ り 、 上 記 切 断 部 材 が 上 記 余 長 部

保 持 部 材 の 線 状 部 材 を 切 断 す る 。 余 長 部 保 持 部 材 の 線 状 部 材 が 切 断 部 材 で 切 断 さ れ る と 、

ケ ー ブ ル の 余 長 部 の 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 対 す る 連 結 が 解 除 さ れ て 、 上 記 余 長 部 が 伸 展

可 能 と な る 。 そ の 結 果 、 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 相 対 変 位 に ケ ー ブ ル が 追 従 可 能 と な り 、 ケ

ー ブ ル の 断 線 や 切 断 等 が 防 止 さ れ る 。

【 ０ ０ １ ２ 】

　 一 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 上 記 保 持 解 除 機 構 の 引 張 部 材 が 、 上 記 余

長 部 保 持 部 材 の 線 状 部 材 よ り も 強 度 の 高 い 線 状 部 材 で 形 成 さ れ 、

　 上 記 保 持 解 除 機 構 の 切 断 部 材 が 、 上 記 引 張 部 材 と し て の 線 状 部 材 の 先 端 に 設 け ら れ 、 上

記 余 長 部 保 持 部 材 の 線 状 部 材 に 係 合 す る 環 状 部 分 に よ り 形 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ １ ３ 】
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　 上 記 実 施 形 態 に よ れ ば 、 保 持 解 除 機 構 が 、 引 張 部 材 と し て の 線 状 部 材 と 、 こ の 線 状 部 材

の 先 端 に 設 け ら れ た 環 状 部 分 で 形 成 さ れ る 。 橋 梁 の 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超

え る 相 対 変 位 が 生 じ る と 、 引 張 部 材 と し て の 線 状 部 材 に 生 じ た 張 力 に よ っ て 環 状 部 分 に 引

張 力 が 作 用 す る 。 こ こ で 、 保 持 解 除 機 構 の 引 張 部 材 と し て の 線 状 部 材 は 、 余 長 部 保 持 部 材

の 線 状 部 材 よ り も 強 度 が 高 い の で 、 余 長 部 保 持 部 材 の 線 状 部 材 が 環 状 部 分 に よ っ て 切 断 さ

れ る 。 そ の 結 果 、 余 長 部 保 持 部 材 に よ る ケ ー ブ ル の 余 長 部 の 保 持 が 、 効 果 的 に 解 除 さ れ る

。 こ こ で 、 保 持 解 除 機 構 の 切 断 部 材 と し て の 環 状 部 分 は 、 引 張 部 材 と し て の 線 状 部 材 の 先

端 を 環 状 に 湾 曲 さ せ て 、 線 状 部 材 の 途 中 に 固 定 す る こ と に よ り 形 成 し て も よ い 。 す な わ ち

、 保 持 解 除 機 構 の 引 張 部 材 と 切 断 部 材 を 線 状 部 材 に よ り 一 体 に 形 成 し て も よ い 。

【 ０ ０ １ ４ 】

　 一 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 上 記 保 持 解 除 機 構 の 引 張 部 材 が 、 線 状 部

材 で 形 成 さ れ 、

　 上 記 保 持 解 除 機 構 の 切 断 部 材 が 、 上 記 引 張 部 材 と し て の 線 状 部 材 の 引 張 力 に よ っ て 駆 動

さ れ て 上 記 余 長 部 保 持 部 材 の 線 状 部 材 を 切 断 す る 切 断 刃 で 形 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ １ ５ 】

　 上 記 実 施 形 態 に よ れ ば 、 保 持 解 除 機 構 が 、 引 張 部 材 と し て の 線 状 部 材 と 、 こ の 線 状 部 材

に 作 用 す る 引 張 力 に よ っ て 駆 動 さ れ る 切 断 刃 を 含 ん で 形 成 さ れ る 。 橋 梁 の 第 １ 部 材 と 第 ２

部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生 じ る と 、 引 張 部 材 と し て の 線 状 部 材 に 生 じ た 張 力

に よ っ て 切 断 刃 が 駆 動 さ れ 、 こ の 切 断 刃 に よ り 、 余 長 部 保 持 部 材 の 線 状 部 材 が 切 断 さ れ る

。 そ の 結 果 、 上 記 余 長 部 保 持 部 材 に よ る ケ ー ブ ル の 余 長 部 の 保 持 が 、 効 果 的 に 解 除 さ れ る

。

【 ０ ０ １ ６ 】

　 一 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 上 記 余 長 部 保 持 部 材 が 、 上 記 第 １ 部 材 又

は 第 ２ 部 材 に 係 合 す る 係 合 金 具 を 含 み 、

　 上 記 保 持 解 除 機 構 が 、 上 記 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生 じ た

と き に 引 張 力 が 作 用 し 、 こ の 引 張 力 に よ り 上 記 係 合 金 具 の 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 へ の

係 合 を 解 除 さ せ る 引 張 部 材 を 含 む 。

【 ０ ０ １ ７ 】

　 上 記 実 施 形 態 に よ れ ば 、 余 長 部 保 持 部 材 の 係 合 金 具 が 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 係 合 し て

、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 を 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 の 保 持 位 置 に 保 持 す る 。 こ こ で 、 上 記 係 合 金

具 は 、 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 直 接 係 合 し て も よ く 、 あ る い は 、 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に

設 け ら れ た 他 の 部 材 を 介 し て 間 接 的 に 係 合 し て も よ い 。 保 持 解 除 機 構 が 引 張 部 材 を 含 み 、

こ の 保 持 解 除 機 構 の 引 張 部 材 に 、 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生

じ た と き に 引 張 力 が 作 用 す る 。 こ の 保 持 解 除 機 構 の 引 張 部 材 の 引 張 力 に よ り 、 上 記 係 合 金

具 の 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 へ の 係 合 が 解 除 さ れ る 。 そ の 結 果 、 上 記 余 長 部 保 持 部 材 に よ る

ケ ー ブ ル の 余 長 部 の 保 持 が 、 効 果 的 に 解 除 さ れ る 。

【 ０ ０ １ ８ 】

　 一 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 上 記 余 長 部 保 持 部 材 が 、 上 記 ケ ー ブ ル の

余 長 部 を 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 吸 着 さ せ る 磁 石 を 含 み 、

　 上 記 保 持 解 除 機 構 が 、 上 記 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生 じ た

と き に 引 張 力 が 作 用 し 、 こ の 引 張 力 に よ り 上 記 磁 石 の 上 記 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 へ の 吸 着

を 解 除 す る 引 張 部 材 を 含 む 。

【 ０ ０ １ ９ 】

　 上 記 実 施 形 態 に よ れ ば 、 余 長 部 保 持 部 材 の 磁 石 が 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 吸 着 し て 、 ケ

ー ブ ル の 余 長 部 を 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 の 保 持 位 置 に 保 持 す る 。 こ こ で 、 上 記 磁 石 は 、 第

１ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 直 接 吸 着 し て も よ く 、 あ る い は 、 第 １ 部 材 又 は 第 ２ 部 材 に 設 け ら れ

た 他 の 部 材 に 間 接 的 に 吸 着 し て も よ い 。 保 持 解 除 機 構 が 引 張 部 材 を 含 み 、 こ の 保 持 解 除 機

構 の 引 張 部 材 に 、 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生 じ た と き に 引 張

力 が 作 用 す る 。 こ の 保 持 解 除 機 構 の 引 張 部 材 の 引 張 力 に よ り 、 上 記 磁 石 の 第 １ 部 材 又 は 第

２ 部 材 へ の 吸 着 が 解 除 さ れ る 。 そ の 結 果 、 上 記 余 長 部 保 持 部 材 に よ る ケ ー ブ ル の 余 長 部 の
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保 持 が 、 効 果 的 に 解 除 さ れ る 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

　 一 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 上 記 保 持 解 除 機 構 の 引 張 部 材 が 、 上 記 第

１ 部 材 及 び 第 ２ 部 材 の う ち 、 こ の 保 持 解 除 機 構 で 保 持 が 解 除 さ れ る 余 長 部 の 配 置 さ れ た 部

材 と 異 な る 部 材 に 接 続 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ２ １ 】

　 上 記 実 施 形 態 に よ れ ば 、 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の う ち の 一 方 の 部 材 に 配 置 さ れ た 余 長 部 に

関 す る 保 持 解 除 機 構 は 、 こ の 保 持 解 除 機 構 の 引 張 部 材 が 他 方 の 部 材 に 接 続 さ れ て い る の で

、 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 の 間 に 基 準 値 を 超 え る 相 対 変 位 が 生 じ る に 伴 っ て 引 張 部 材 に 引 張 力

が 作 用 す る 。 し た が っ て 、 上 記 保 持 解 除 機 構 は 、 余 長 部 保 持 部 材 に よ る ケ ー ブ ル の 余 長 部

の 保 持 を 、 確 実 に 解 除 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ２ 】

　 一 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 上 記 ケ ー ブ ル の 上 記 保 持 位 置 に あ る 余 長

部 が 、 山 型 に 屈 曲 し て い る 。

【 ０ ０ ２ ３ 】

　 上 記 実 施 形 態 に よ れ ば 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 の 形 状 を 山 型 と す る こ と に よ り 、 余 長 部 を 容

易 に 作 成 で き る 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

　 一 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 上 記 ケ ー ブ ル の 上 記 保 持 位 置 に あ る 余 長

部 が 、 ８ の 字 状 に 屈 曲 し て い る 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

　 上 記 実 施 形 態 に よ れ ば 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 の 形 状 を ８ の 字 状 と す る こ と に よ り 、 こ の 余

長 部 が 伸 展 し た と き の ケ ー ブ ル の 捻 じ れ を 防 止 で き る の で 、 例 え ば 断 線 等 の よ う な 捻 じ れ

に 起 因 す る 損 傷 を 、 効 果 的 に 防 止 で き る 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

　 一 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 上 記 ケ ー ブ ル の 上 記 保 持 位 置 に あ る 余 長

部 が 、 互 い に 反 対 側 に 巻 回 さ れ た ２ つ の 巻 回 部 分 で 形 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ２ ７ 】

　 上 記 実 施 形 態 に よ れ ば 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 を 、 互 い に 反 対 側 に 巻 回 さ れ た ２ つ の 巻 回 部

分 に よ っ て 形 成 す る こ と に よ り 、 こ れ ら の ２ つ の 余 長 部 が 伸 展 し た と き の ケ ー ブ ル の 捻 じ

れ を 防 止 で き る 。 し た が っ て 、 例 え ば 断 線 等 の よ う な 捻 じ れ に 起 因 す る 損 傷 を 、 効 果 的 に

防 止 で き る 。 こ こ で 、 上 記 ケ ー ブ ル の 巻 回 部 分 は 、 第 １ 部 材 の 端 部 の 近 傍 と 、 第 ２ 部 材 の

端 部 の 近 傍 に 、 各 々 形 成 さ れ る の が 好 ま し い 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ ２ ８ 】

【 図 １ 】 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 設 け ら れ た 橋 梁 を 示 す 模

式 図 で あ る 。

【 図 ２ 】 第 １ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お け る 第 １ 余 長 部 保 持 部 材 を 示 す

側 面 図 で あ る 。

【 図 ３ 】 地 震 発 生 時 の 第 １ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 を 示 す 模 式 図 で あ る 。

【 図 ４ Ａ 】 第 ２ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お け る 余 長 部 保 持 部 材 と 保 持 解

除 機 構 を 示 す 断 面 図 で あ る 。

【 図 ４ Ｂ 】 第 ２ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お け る 余 長 部 保 持 部 材 と 保 持 解

除 機 構 を 示 す 平 面 図 で あ る 。

【 図 ４ Ｃ 】 地 震 発 生 時 の 第 ２ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お け る 余 長 部 保 持

部 材 と 保 持 解 除 機 構 を 示 す 断 面 図 で あ る 。

【 図 ５ Ａ 】 第 ３ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お け る 余 長 部 保 持 部 材 と 保 持 解

除 機 構 を 示 す 平 面 図 で あ る 。

【 図 ５ Ｂ 】 第 ３ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お け る 余 長 部 保 持 部 材 と 保 持 解

除 機 構 を 示 す 側 面 図 で あ る 。

10

20

30

40

50



(7) JP  7737248  B2  2025.9.10

【 図 ５ Ｃ 】 地 震 発 生 時 の 第 ３ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お け る 余 長 部 保 持

部 材 と 保 持 解 除 機 構 を 示 す 平 面 図 で あ る 。

【 図 ６ Ａ 】 第 ４ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お け る 余 長 部 保 持 部 材 と 保 持 解

除 機 構 を 示 す 側 面 図 で あ る 。

【 図 ６ Ｂ 】 地 震 発 生 時 の 第 ４ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お け る 余 長 部 保 持

部 材 と 保 持 解 除 機 構 を 示 す 側 面 図 で あ る 。

【 図 ７ Ａ 】 第 ５ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お け る 余 長 部 保 持 部 材 と 保 持 解

除 機 構 を 示 す 側 面 図 で あ る 。

【 図 ７ Ｂ 】 地 震 発 生 時 の 第 ５ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に お け る 余 長 部 保 持

部 材 と 保 持 解 除 機 構 を 示 す 側 面 図 で あ る 。

【 図 ８ 】 第 ６ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 設 け ら れ た 橋 梁 を 示 す 模 式 図 で あ

る 。

【 図 ９ 】 第 ７ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 設 け ら れ た 橋 梁 を 示 す 模 式 図 で あ

る 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ ２ ９ 】

　 以 下 、 本 発 明 を 図 示 の 実 施 の 形 態 に よ り 詳 細 に 説 明 す る 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

　 図 １ は 、 本 発 明 の 第 １ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 設 け ら れ た 橋 梁 の 部 分

を 示 す 模 式 図 で あ る 。 こ の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ は 、 橋 梁 と し て の 道 路 橋 ２ が 有

す る 第 １ 部 材 と し て の 第 １ の 橋 桁 ３ と 、 第 ２ 部 材 と し て の 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間 に 設 置 さ れ

て い る 。 こ の 道 路 橋 ２ は 桁 橋 で あ り 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 隣 り 合 う 端 部 が 、 橋

脚 ５ の 上 端 に 設 置 さ れ た 支 承 ６ ， ７ に よ っ て 支 持 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ １ 】

　 道 路 橋 ２ の 上 部 工 に は 、 電 力 用 又 は 通 信 用 の ケ ー ブ ル １ ０ が 、 橋 桁 ３ ， ４ に 設 置 さ れ た

ケ ー ブ ル ラ ッ ク ８ ， ９ に 支 持 さ れ て 添 架 さ れ て い る 。 こ こ で 、 ケ ー ブ ル １ ０ は 、 電 力 又 は

通 信 の 用 途 に 供 さ れ る ケ ー ブ ル で あ れ ば 、 構 成 さ れ る 材 料 は 特 に 限 定 さ れ な い 。 上 記 ケ ー

ブ ル １ ０ は 、 例 え ば 、 銅 や ア ル ミ ニ ウ ム 等 の 導 体 を 用 い た も の や 、 光 フ ァ イ バ を 用 い た も

の が 該 当 す る 。 ま た 、 ケ ー ブ ル １ ０ 内 に 収 容 さ れ る 導 体 や 光 フ ァ イ バ の 本 数 は 限 定 さ れ な

い 。 本 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ は 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間

で 変 位 が 生 じ た と き に 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 断 線 を 防 止 し な が ら 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４

の 変 位 に 追 従 す る た め に 設 置 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

　 第 １ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ は 、 第 １ の 橋 桁 ３ の 端 部 に 設 け ら れ た ケ

ー ブ ル の 余 長 部 １ １ と 、 こ の 余 長 部 １ １ を 、 第 １ の 橋 桁 ３ の 端 部 に 設 定 さ れ た 保 持 位 置 に

保 持 す る ２ つ の 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ ， １ ２ と 、 こ の 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ ， １ ２ に よ る 余 長

部 １ １ の 保 持 を 解 除 す る 保 持 解 除 機 構 と し て 機 能 す る ２ つ の 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ ， １ ８ を

含 ん で 構 成 さ れ て い る 。 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ は 、 ケ ー ブ ル １ ０ を 、 横 向 き の ８ の 字 状 に

屈 曲 し て 形 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

　 こ の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ に お け る ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ は 、 伸 展 し た と き に

、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 想 定 し 得 る 変 位 の 最 大 値 よ り も 大 き い 長 さ に 設 定 さ

れ て い る 。 す な わ ち 、 ケ ー ブ ル １ ０ を 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 直 線 状 に 配 置 す

る 場 合 よ り も 、 例 え ば 地 震 時 に 想 定 し 得 る 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 の 変 位 の 最 大

値 に 余 裕 長 を 付 加 し た 長 さ に 相 当 す る 部 分 を 、 余 長 部 １ １ と し て 設 定 し て い る 。 こ の 余 長

部 １ １ は 、 下 端 部 が ケ ー ブ ル ラ ッ ク ８ 上 に 配 置 さ れ る と 共 に 、 横 向 き の ８ の 字 の ２ つ の 上

端 部 １ １ ａ ， １ １ ｂ が 、 ２ つ の 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ ， １ ２ に よ っ て 各 々 支 持 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

　 図 ２ は 、 余 長 部 １ １ の 一 方 の 上 端 部 １ １ ａ を 支 持 す る 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ を 拡 大 し て 示

し た 模 式 図 で あ る 。 こ の 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ は 、 第 １ の 橋 桁 ３ に 固 定 さ れ た 棒 状 の 金 属 製
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の 支 持 部 材 １ ４ に 連 結 さ れ て い る 。 な お 、 支 持 部 材 １ ４ の 形 状 や 材 質 は 、 余 長 部 １ １ を 支

持 可 能 に 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ が 連 結 で き れ ば 、 特 に 限 定 さ れ な い 。 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ は

、 ケ ー ブ ル １ ０ が 挿 通 さ れ て 可 撓 性 を 有 す る 筒 状 部 材 １ ５ と 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 筒 状 部 材 １

５ に よ る 被 覆 部 分 と 支 持 部 材 １ ４ と を 巻 回 し て 連 結 す る 複 数 の 線 状 部 材 と し て の 連 結 紐 １

６ ， １ ６ を 有 す る 。 筒 状 部 材 １ ５ は 、 例 え ば 波 付 硬 質 ポ リ エ チ レ ン 管 で 形 成 す る こ と が で

き る 。 連 結 紐 １ ６ は 、 例 え ば ビ ニ ロ ン 製 の 組 紐 で 形 成 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

　 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ に は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 複 数 の 連 結 紐 １ ６ ， １ ６ に 、 解 除 用 線 状

部 材 １ ８ の 先 端 部 が 係 合 し て い る 。 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ は 、 例 え ば ス テ ン レ ス 製 の ワ イ ヤ

を 用 い て 作 製 さ れ 、 両 端 に ア イ 加 工 が 施 さ れ て 環 状 部 分 が 形 成 さ れ て い る 。 こ の 解 除 用 線

状 部 材 １ ８ の 先 端 側 の 環 状 部 分 １ ８ ａ が 、 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ の 複 数 の 連 結 紐 １ ６ ， １ ６

に チ ェ ー ン 状 に 係 合 し て い る 。 ま た 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ の 基 端 側 が 、 余 長 部 １ １ が 設 置

さ れ た 部 材 と 異 な る 部 材 で あ る 第 ２ の 橋 桁 ４ に 連 結 さ れ て い る 。 こ の 解 除 用 線 状 部 材 １ ８

の 基 端 側 は 、 第 ２ の 橋 桁 ４ 側 の 横 桁 ２ ０ に 設 け ら れ た 連 結 孔 に 、 環 状 部 分 が 係 合 し て 連 結

さ れ て い る 。 こ の 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ は 、 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ の 連 結 紐 １ ６ よ り も 高 い 強

度 を 有 す る 。 こ れ ら に よ り 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ の 先 端 側 の 環 状 部 分 １ ８ ａ が 、 保 持 解 除

機 構 の 切 断 部 材 と し て 機 能 す る と 共 に 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ の 他 の 部 分 が 、 保 持 解 除 機 構

の 引 張 部 材 と し て 機 能 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 余 長 部 １ １ の 他 方 の 上 端 部 １ １ ｂ を 支

持 す る 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ も ま た 、 余 長 部 １ １ の 一 方 の 上 端 部 １ １ ａ を 支 持 す る 余 長 部 保

持 部 材 １ ２ と 同 様 の 構 成 を 有 す る 。 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ は 、 通 常 は 撓 ん で 実 質 的 に 張 力 が

生 じ な い 一 方 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 の 距 離 が 基 準 値 に 達 す る と 緊 張 し 、 張 力

が 生 じ る 長 さ に 設 定 さ れ て い る 。 上 記 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 の 距 離 の 基 準 値 は

、 上 記 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 想 定 し 得 る 変 位 の 最 大 値 よ り も 小 さ い 値 で あ る

。

【 ０ ０ ３ ６ 】

　 上 記 構 成 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ は 、 次 の よ う に 作 動 す る 。 ま ず 、 道 路 橋 ２ に

、 車 両 に よ る 活 荷 重 が 作 用 し た 場 合 や 、 風 荷 重 が 作 用 し た 場 合 や 、 温 度 変 化 が 生 じ た 場 合

、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間 に 、 数 ミ リ メ ー ト ル か ら 数 セ ン チ メ ー ト ル の 範 囲 の

変 位 が 生 じ る 。 こ の よ う な 変 位 は 基 準 値 よ り も 小 さ く 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ に は 張 力 が 生

じ な い 。 し た が っ て 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ は 、 上 端 部 １ １ ａ ， １ １ ｂ が 余 長 部 保 持 部 材

１ ２ ， １ ２ で 保 持 さ れ 、 ８ の 字 状 の 形 状 に 保 持 さ れ る 。 こ の 状 態 で 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２

の 橋 桁 ４ と の 間 に 数 ミ リ メ ー ト ル か ら 数 セ ン チ メ ー ト ル の 変 位 が 生 じ る と 、 ケ ー ブ ル １ ０

が 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ ， １ ２ の 筒 状 部 材 １ ５ 内 を 滑 動 す る こ と で 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １

が ８ の 字 状 を 保 持 し た ま ま 伸 縮 す る 。 こ う し て 、 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ は 、 第 １

の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間 の 軽 微 な 変 位 に 伴 う ケ ー ブ ル １ ０ へ の 影 響 を 解 消 す る 。

【 ０ ０ ３ ７ 】

　 一 方 、 地 震 等 に よ り 、 道 路 橋 ２ の 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間 に 基 準 値 以 上 の 変

位 が 生 じ る と 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ が 緊 張 し て 張 力 が 発 生 す る 。 こ の 張 力 に よ り 、 ２ つ の

解 除 用 線 状 部 材 １ ８ ， １ ８ の 先 端 側 の 環 状 部 分 １ ８ ａ ， １ ８ ａ に 係 合 し て い る 余 長 部 保 持

部 材 １ ２ ， １ ２ の 連 結 紐 １ ６ ， １ ６ が 切 断 さ れ 、 余 長 部 の 上 端 部 １ １ ａ ， １ １ ｂ と 支 持 部

材 １ ４ の 間 の 連 結 が 解 除 さ れ る 。 こ う し て 、 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ ， １ ２ に よ る 余 長 部 １ １

の 保 持 が 解 除 さ れ る 。 そ の 結 果 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ が 伸 展 可 能 と な り 、 図 ３ に 示 す よ

う に 、 余 長 部 １ １ は 、 ８ の 字 状 の 部 分 が 縮 小 す る と 共 に 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の

間 に 生 じ る 変 位 に 追 従 し て 伸 展 す る 。 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 生 じ る 変 位 に よ

っ て は 、 余 長 部 １ １ の ８ の 字 状 が 解 消 す る 。 こ う し て 、 本 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の

取 付 構 造 １ に よ れ ば 、 地 震 等 に よ り 橋 桁 ３ ， ４ の 間 に 大 き な 変 位 が 生 じ て も 、 ケ ー ブ ル １

０ に 断 線 等 が 生 じ る 不 都 合 を 効 果 的 に 防 止 で き 、 高 い 耐 震 性 を 発 揮 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

　 図 ４ Ａ は 、 本 発 明 の 第 ２ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 備 え る 余 長 部 保 持 部

材 及 び 保 持 解 除 機 構 を 示 す 断 面 図 で あ り 、 図 ４ Ｂ は 余 長 部 保 持 部 材 及 び 保 持 解 除 機 構 の 平
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面 図 で あ り 、 図 ４ Ｃ は 地 震 発 生 時 の 余 長 部 保 持 部 材 及 び 保 持 解 除 機 構 を 示 す 断 面 図 で あ る

。 図 ４ Ａ は 、 図 ４ Ｂ 中 の Ａ － Ａ ’ 線 に 沿 っ た 断 面 図 で あ る 。 第 ２ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー

ブ ル の 取 付 構 造 は 、 保 持 解 除 機 構 以 外 は 、 第 １ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １

と 同 様 の 構 成 を 有 す る 。 第 ２ 実 施 形 態 に お い て 、 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 の 機 能 を 奏 す る 部 分

に は 同 一 の 符 号 を 用 い て 詳 細 な 説 明 を 省 略 す る 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

　 第 ２ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 備 え る 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ は 、 第 １ 実 施

形 態 と 同 様 に 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ の 上 端 部 １ １ ａ ， １ １ ｂ に 設 け ら れ た 筒 状 部 材 １ ５

と 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 筒 状 部 材 １ ５ が 被 覆 さ れ た 部 分 を 支 持 部 材 １ ４ に 連 結 す る 連 結 紐 １ ６

を 有 す る 。 こ の 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ に 、 連 結 紐 切 断 装 置 ２ ３ が 設 け ら れ て い る 。 こ の 連 結

紐 切 断 装 置 ２ ３ は 、 筒 状 部 材 １ ５ の 外 側 面 に 接 す る 円 弧 状 の 凹 部 を 有 す る ケ ー シ ン グ ２ ４

と 、 こ の ケ ー シ ン グ ２ ４ の 内 側 面 に 沿 っ て ス ラ イ ド す る ス ラ イ ド 板 ２ ５ と 、 こ の ス ラ イ ド

板 ２ ５ の 外 側 面 に 設 け ら れ た 係 止 具 ２ ６ と 、 上 記 ス ラ イ ド 板 ２ ５ の 内 側 面 に 設 け ら れ た 切

断 刃 ２ ７ を 有 す る 。 ケ ー シ ン グ ２ ４ に は 、 図 ４ Ａ に お け る 上 側 の 面 と 下 側 の 面 に 、 連 結 紐

１ ６ を 挿 通 さ せ る 連 結 紐 挿 通 孔 ２ ８ が 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 ケ ー シ ン グ ２ ４ に は 、 図 ４

Ａ に お け る 手 前 側 と 奥 側 に 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ の 環 状 部 分 １ ８ ａ を 挿 通 さ せ る 開 口 が 設

け ら れ て い る 。 こ の 連 結 紐 切 断 装 置 ２ ３ は 、 凹 部 が 筒 状 部 材 １ ５ の 外 側 面 に 接 す る よ う に

ケ ー シ ン グ ２ ４ が 取 り 付 け ら れ て 、 連 結 紐 挿 通 孔 ２ ８ に 挿 通 さ れ た 連 結 紐 １ ６ に よ っ て ケ

ー ブ ル の 余 長 部 １ １ の 上 端 部 １ １ ａ ， １ １ ｂ と 共 に 支 持 部 材 １ ４ に 連 結 さ れ る 。 ま た 、 解

除 用 線 状 部 材 １ ８ の 環 状 部 分 １ ８ ａ が 、 係 止 具 ２ ６ に 係 止 し て ス ラ イ ド 板 ２ ５ の 外 側 面 を

内 包 す る と 共 に 、 ケ ー シ ン グ ２ ４ の 開 口 に 挿 通 さ れ て 連 結 紐 １ ６ を 内 包 す る よ う に 、 解 除

用 線 状 部 材 １ ８ が 取 り 付 け ら れ る 。 上 記 連 結 紐 切 断 装 置 ２ ３ と 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ に よ り

、 保 持 解 除 機 構 が 構 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ４ ０ 】

　 上 記 構 成 の 保 持 解 除 機 構 が 設 置 さ れ た 第 ２ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、

地 震 等 に よ り 、 道 路 橋 ２ の 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間 に 基 準 値 以 上 の 変 位 が 生 じ

る と 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ が 緊 張 し て 張 力 が 発 生 す る 。 こ の 張 力 に よ り 、 解 除 用 線 状 部 材

１ ８ の 先 端 側 の 環 状 部 分 １ ８ ａ が 内 包 す る 連 結 紐 切 断 装 置 ２ ３ の ス ラ イ ド 板 ２ ５ が 、 図 ４

Ｃ 中 の 矢 印 Ｂ で 示 す よ う に 、 ケ ー シ ン グ ２ ４ の 奥 に 向 か っ て 駆 動 さ れ る 。 そ の 結 果 、 ス ラ

イ ド 板 ２ ５ の 内 側 面 の 切 断 刃 ２ ７ が 、 ケ ー シ ン グ ２ ４ 内 に 挿 通 さ れ た 連 結 紐 １ ６ に 押 圧 さ

れ て 連 結 紐 １ ６ が 切 断 さ れ 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ の 上 端 部 １ １ ａ ， １ １ ｂ と 支 持 部 材 １

４ の 間 の 連 結 が 解 除 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ に よ る 余 長 部 １ １ の 保 持 が

解 除 さ れ 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 生 じ る 変 位 に 追 従 し て 余 長 部 １ １ が 伸 展 す

る 。 こ う し て 、 第 ２ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に よ れ ば 、 地 震 に よ り 第 １ の

橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 過 大 な 変 位 が 生 じ て も 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 断 線 や 破 損 を 効 果 的

に 防 止 で き る 。

【 ０ ０ ４ １ 】

　 図 ５ Ａ は 、 本 発 明 の 第 ３ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 備 え る 余 長 部 保 持 部

材 及 び 保 持 解 除 機 構 を 示 す 平 面 図 で あ り 、 図 ５ Ｂ は 余 長 部 保 持 部 材 及 び 保 持 解 除 機 構 の 側

面 図 で あ り 、 図 ５ Ｃ は 地 震 発 生 時 の 余 長 部 保 持 部 材 及 び 保 持 解 除 機 構 を 示 す 平 面 図 で あ る

。 第 ３ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 保 持 解 除 機 構 以 外 は 、 第 １ 実 施 形 態 の

橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ と 同 様 の 構 成 を 有 す る 。 第 ３ 実 施 形 態 に お い て 、 第 １ 実 施

形 態 と 同 様 の 機 能 を 奏 す る 部 分 に は 同 一 の 符 号 を 用 い て 詳 細 な 説 明 を 省 略 す る 。

【 ０ ０ ４ ２ 】

　 第 ３ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 備 え る 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ は 、 第 １ 実 施

形 態 と 同 様 に 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ の 上 端 部 １ １ ａ ， １ １ ｂ に 設 け ら れ た 筒 状 部 材 １ ５

と 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 筒 状 部 材 １ ５ が 被 覆 さ れ た 部 分 を 支 持 部 材 １ ４ に 連 結 す る 連 結 紐 １ ６

を 有 す る 。 こ の 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ に 、 図 ５ Ａ に 示 す よ う な 連 結 紐 切 断 具 ３ ３ が 設 け ら れ

て い る 。 こ の 連 結 紐 切 断 具 ３ ３ は 、 平 面 視 に お い て 概 ね 長 方 形 に 形 成 さ れ 、 奥 側 が 拡 大 し

た 切 り 欠 き を 有 す る 板 状 体 ３ ４ と 、 こ の 板 状 体 ３ ４ の 切 り 欠 き の 奥 に 設 け ら れ た 切 断 刃 ３
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５ を 有 す る 。 板 状 体 ３ ４ の 切 り 欠 き は 、 平 面 視 に お い て 大 略 長 方 形 に 形 成 さ れ 、 板 状 体 ３

４ の 長 辺 側 に 形 成 さ れ た 開 口 か ら 複 数 の 連 結 紐 １ ６ ， １ ６ ， ・ ・ ・ を 切 り 欠 き 内 へ 挿 入 し

て 、 連 結 紐 切 断 具 ３ ３ を 筒 状 部 材 １ ５ の 側 面 に 接 し て 固 定 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 上

記 板 状 体 ３ ４ に 設 け ら れ た 長 方 形 の 切 り 欠 き の 短 辺 側 に 、 切 り 欠 き の 内 側 に 刃 先 を 向 け た

状 態 で 切 断 刃 ３ ５ が 固 定 さ れ て い る 。 切 断 刃 ３ ５ の 刃 先 は 、 切 り 欠 き の 長 辺 に 接 し て 巻 回

さ れ た 連 結 紐 １ ６ が 板 状 体 ３ ４ の 移 動 に 伴 っ て 短 辺 側 に 相 対 的 に 移 動 し た と き に 、 こ の 連

結 紐 １ ６ 切 断 を 行 う よ う に 、 Ｕ 字 状 に 形 成 さ れ て い る 。 連 結 紐 切 断 具 ３ ３ の 板 状 体 ３ ４ の

切 断 刃 ３ ５ が 設 け ら れ た 側 と 反 対 側 に 、 接 続 孔 ３ ６ が 形 成 さ れ 、 こ の 接 続 孔 ３ ６ に 解 除 用

線 状 部 材 １ ８ の 先 端 の 環 状 部 分 １ ８ ａ が 挿 通 さ れ て 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ が 接 続 さ れ て い

る 。 上 記 連 結 紐 切 断 具 ３ ３ と 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ に よ り 、 保 持 解 除 機 構 が 構 成 さ れ て い る

。

【 ０ ０ ４ ３ 】

　 上 記 構 成 の 保 持 解 除 機 構 が 設 置 さ れ た 第 ３ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、

地 震 等 に よ り 、 道 路 橋 ２ の 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間 に 基 準 値 以 上 の 変 位 が 生 じ

る と 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ が 緊 張 し て 張 力 が 発 生 す る 。 こ の 張 力 に よ り 、 解 除 用 線 状 部 材

１ ８ の 先 端 側 に 接 続 さ れ た 連 結 紐 切 断 具 ３ ３ が 、 板 状 体 ３ ４ の 接 続 孔 ３ ６ の 方 向 に 引 っ 張

ら れ て 移 動 す る 。 こ れ に よ り 、 連 結 紐 １ ６ が 板 状 体 ３ ４ の 切 り 欠 き 内 を 切 断 刃 ３ ５ の 側 に

相 対 的 に 移 動 し 、 図 ５ Ｃ に 示 す よ う に 連 結 紐 １ ６ が 切 断 刃 ３ ５ に よ っ て 切 断 さ れ て 、 ケ ー

ブ ル の 余 長 部 １ １ の 上 端 部 １ １ ａ ， １ １ ｂ と 支 持 部 材 １ ４ の 間 の 連 結 が 解 除 さ れ る 。 こ れ

に よ り 、 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ に よ る 余 長 部 １ １ の 保 持 が 解 除 さ れ 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の

橋 桁 ４ の 間 に 生 じ る 変 位 に 追 従 し て 余 長 部 １ １ が 伸 展 す る 。 こ う し て 、 第 ３ 実 施 形 態 の 橋

梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に よ れ ば 、 地 震 に よ り 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 過 大

な 変 位 が 生 じ て も 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 断 線 や 破 損 を 効 果 的 に 防 止 で き る 。

【 ０ ０ ４ ４ 】

　 図 ６ Ａ は 、 本 発 明 の 第 ４ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 備 え る 余 長 部 保 持 部

材 及 び 保 持 解 除 機 構 を 示 す 側 面 図 で あ り 、 図 ６ Ｂ は 地 震 発 生 時 の 余 長 部 保 持 部 材 及 び 保 持

解 除 機 構 を 示 す 側 面 図 で あ る 。 第 ４ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 余 長 部 保

持 部 材 及 び 保 持 解 除 機 構 以 外 は 、 第 １ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ と 同 様 の

構 成 を 有 す る 。 第 ４ 実 施 形 態 に お い て 、 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 の 機 能 を 奏 す る 部 分 に は 同 一

の 符 号 を 用 い て 詳 細 な 説 明 を 省 略 す る 。

【 ０ ０ ４ ５ 】

　 第 ４ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 備 え る 余 長 部 保 持 部 材 ４ ２ は 、 道 路 橋 ２

の 上 部 工 に 設 け ら れ た 支 持 部 材 ４ ５ に 連 結 さ れ て い る 。 上 記 支 持 部 材 ４ ５ は 、 第 １ の 橋 桁

３ に よ っ て 支 持 さ れ た 床 版 ４ ４ の 下 側 面 に 固 定 さ れ て い る 。 第 ４ 実 施 形 態 の 余 長 部 保 持 部

材 ４ ２ は 、 支 持 部 材 ４ ５ に 対 し て 着 脱 可 能 に 係 合 す る 係 合 金 具 ４ ６ と 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部

１ １ の 上 端 部 １ １ ａ ， １ １ ｂ に 設 け ら れ た 筒 状 部 材 １ ５ と 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 筒 状 部 材 １ ５

が 被 覆 さ れ た 部 分 を 係 合 金 具 ４ ６ に 連 結 す る 連 結 紐 １ ６ を 有 す る 。

【 ０ ０ ４ ６ 】

　 係 合 金 具 ４ ６ は 、 図 ６ Ａ に 示 す よ う に 、 側 面 視 に お い て 概 ね Ｕ 字 状 に 形 成 さ れ た 金 具 本

体 ４ ７ と 、 Ｕ 字 状 の 金 具 本 体 ４ ７ の 先 端 部 に 互 い に 対 向 す る よ う に 配 置 さ れ た 係 合 爪 ４ ８

及 び 係 合 ネ ジ ４ ９ と 、 金 具 本 体 ４ ７ に 連 結 さ れ た 連 結 紐 取 付 輪 ５ ０ を 有 す る 。 支 持 部 材 ４

５ は Ｌ 字 状 断 面 を 有 し 、 支 持 部 材 ４ ５ の 垂 直 部 の 上 端 が 床 版 ４ ４ に 固 定 さ れ 、 支 持 部 材 ４

５ の 水 平 部 に 係 合 金 具 ４ ６ が 係 合 し て い る 。 係 合 金 具 ４ ６ は 、 Ｕ 字 状 の 金 具 本 体 ４ ７ の 先

端 部 分 を 支 持 部 材 ４ ５ の 水 平 部 に 挿 入 し た 状 態 で 、 係 合 ネ ジ ４ ９ を 係 合 爪 ４ ８ 側 に 螺 進 さ

せ 、 係 合 ネ ジ ４ ９ と 係 合 爪 ４ ８ で 支 持 部 材 ４ ５ の 水 平 部 を 挟 持 す る こ と に よ り 、 支 持 部 材

４ ５ に 固 定 す る よ う に な っ て い る 。 支 持 部 材 ４ ５ に 固 定 さ れ た 係 合 金 具 ４ ６ の 下 側 に 位 置

す る 結 紐 取 付 輪 ５ ０ に 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 筒 状 部 材 １ ５ が 被 覆 さ れ た 部 分 を 巻 回 す る 連 結 紐

１ ６ が 挿 通 さ れ て 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ の 上 端 部 １ １ ａ ， １ １ ｂ が 保 持 さ れ て い る 。 上

記 係 合 金 具 ４ ６ に 、 保 持 解 除 機 構 と し て の 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ の 先 端 が 接 続 さ れ て い る 。

詳 し く は 、 Ｕ 字 状 の 金 具 本 体 ４ ７ に 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ の 先 端 の 環 状 部 分 １ ８ ａ が 挿 通
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さ れ て 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ が 接 続 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ４ ７ 】

　 上 記 構 成 の 余 長 部 保 持 部 材 ４ ２ 及 び 保 持 解 除 機 構 が 設 置 さ れ た 第 ４ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架

ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 地 震 等 に よ り 、 道 路 橋 ２ の 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間 に

基 準 値 以 上 の 変 位 が 生 じ る と 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ が 緊 張 し て 張 力 が 発 生 す る 。 こ の 張 力

に よ り 、 係 合 金 具 ４ ６ の 金 具 本 体 ４ ７ が 引 っ 張 ら れ て 、 支 持 部 材 ４ ５ に 対 す る 係 合 ネ ジ ４

９ 及 び 係 合 爪 ４ ８ の 係 合 が 解 除 さ れ 、 図 ６ Ｂ に 示 す よ う に 支 持 部 材 ４ ５ か ら 係 合 金 具 ４ ６

が 離 脱 す る 。 こ れ に よ り 、 余 長 部 保 持 部 材 ４ ２ に よ る 余 長 部 １ １ の 保 持 が 解 除 さ れ 、 第 １

の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 生 じ る 変 位 に 追 従 し て 余 長 部 １ １ が 伸 展 す る 。 こ う し て 、

第 ４ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に よ れ ば 、 地 震 に よ り 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の

橋 桁 ４ の 間 に 過 大 な 変 位 が 生 じ て も 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 断 線 や 破 損 を 効 果 的 に 防 止 で き る 。

【 ０ ０ ４ ８ 】

　 図 ７ Ａ は 、 本 発 明 の 第 ５ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 備 え る 余 長 部 保 持 部

材 及 び 保 持 解 除 機 構 を 示 す 側 面 図 で あ り 、 図 ７ Ｂ は 地 震 発 生 時 の 余 長 部 保 持 部 材 及 び 保 持

解 除 機 構 を 示 す 側 面 図 で あ る 。 第 ５ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 余 長 部 保

持 部 材 及 び 保 持 解 除 機 構 以 外 は 、 第 １ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ と 同 様 の

構 成 を 有 す る 。 第 ５ 実 施 形 態 に お い て 、 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 の 機 能 を 奏 す る 部 分 に は 同 一

の 符 号 を 用 い て 詳 細 な 説 明 を 省 略 す る 。

【 ０ ０ ４ ９ 】

　 第 ５ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 が 備 え る 余 長 部 保 持 部 材 ５ ２ は 、 道 路 橋 ２

の 上 部 工 を 構 成 す る 床 版 ４ ４ の 下 側 面 に 固 定 さ れ て い る 。 上 記 床 版 ４ ４ は 、 第 １ の 橋 桁 ３

に 支 持 さ れ て い る 。 第 ５ 実 施 形 態 の 余 長 部 保 持 部 材 ５ ２ は 、 床 版 ４ ４ に 対 し て 着 脱 可 能 に

磁 力 で 吸 着 す る 吸 着 部 ５ ３ と 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ の 上 端 部 １ １ ａ ， １ １ ｂ に 設 け ら れ

た 筒 状 部 材 １ ５ と 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 筒 状 部 材 １ ５ が 被 覆 さ れ た 部 分 を 吸 着 部 ５ ３ に 連 結 す

る 連 結 紐 １ ６ を 有 す る 。

【 ０ ０ ５ ０ 】

　 吸 着 部 ５ ３ は 、 ネ オ ジ ウ ム 磁 石 等 の 永 久 磁 石 を 用 い て 形 成 さ れ 、 地 震 の 発 生 時 に お い て

も ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ を 保 持 で き る 磁 力 を 有 す る 。 吸 着 部 ５ ３ の 吸 着 面 と 反 対 側 に は 接

続 リ ン グ ５ ４ が 取 り 付 け ら れ て お り 、 こ の 接 続 リ ン グ ５ ４ に 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 筒 状 部 材 １

５ が 被 覆 さ れ た 部 分 を 巻 回 す る 連 結 紐 １ ６ が 挿 通 さ れ て 固 定 さ れ て い る 。 ま た 、 上 記 接 続

リ ン グ ５ ４ に は 、 保 持 解 除 機 構 と し て の 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ の 先 端 の 環 状 部 分 １ ８ ａ が 挿

通 さ れ て 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ が 接 続 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ５ １ 】

　 上 記 構 成 の 余 長 部 保 持 部 材 ５ ２ 及 び 保 持 解 除 機 構 が 設 置 さ れ た 第 ５ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架

ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 は 、 地 震 等 に よ り 、 道 路 橋 ２ の 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間 に

基 準 値 以 上 の 変 位 が 生 じ る と 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ が 緊 張 し て 張 力 が 発 生 す る 。 こ の 張 力

に よ り 吸 着 部 ５ ３ が 引 っ 張 ら れ て 、 吸 着 部 ５ ３ に よ る 床 版 ４ ４ 対 す る 吸 着 が 解 除 さ れ 、 床

版 ４ ４ か ら 吸 着 部 ５ ３ が 離 脱 す る 。 こ れ に よ り 、 余 長 部 保 持 部 材 ５ ２ に よ る 余 長 部 １ １ の

保 持 が 解 除 さ れ 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 生 じ る 変 位 に 追 従 し て 余 長 部 １ １ が

伸 展 す る 。 こ う し て 、 第 ５ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 に よ れ ば 、 地 震 に よ り

第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 過 大 な 変 位 が 生 じ て も 、 ケ ー ブ ル １ ０ の 断 線 や 破 損 を

効 果 的 に 防 止 で き る 。

【 ０ ０ ５ ２ 】

　 図 ８ は 、 第 ６ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ０ １ が 設 け ら れ た 道 路 橋 ２ を 示

す 模 式 図 で あ る 。 本 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ０ １ は 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部

１ １ １ の 形 状 及 び 配 置 位 置 以 外 は 、 第 １ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ と 同 様

の 構 成 を 有 す る 。 第 ６ 実 施 形 態 に お い て 、 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 の 機 能 を 奏 す る 部 分 に は 同

一 の 符 号 を 用 い て 詳 細 な 説 明 を 省 略 す る 。

【 ０ ０ ５ ３ 】

　 第 ６ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ０ １ は 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ １ が 、 第

10

20

30

40

50



(12) JP  7737248  B2  2025.9.10

１ の 橋 桁 ３ の 端 部 と 、 第 ２ の 橋 桁 ４ の 端 部 と に 各 々 形 成 さ れ た ２ つ の 巻 回 部 １ １ ２ ， １ １

３ を 含 ん で 形 成 さ れ て い る 。 こ れ ら の ２ つ の 巻 回 部 １ １ ２ ， １ １ ３ は 、 ケ ー ブ ル １ ０ を 互

い に 反 対 側 に 巻 回 し て 形 成 さ れ て い る 。 詳 し く は 、 第 １ の 橋 桁 ３ の 端 部 の 巻 回 部 １ １ ２ は

、 図 ８ の 左 側 か ら 右 側 に 向 か う に つ れ て 、 紙 面 の 手 前 側 か ら 奥 側 に 向 か っ て 巻 回 さ れ て い

る 。 こ れ に 対 し て 、 第 ２ の 橋 桁 ４ の 端 部 の 巻 回 部 １ １ ３ は 、 図 ８ の 左 側 か ら 右 側 に 向 か う

に つ れ て 、 紙 面 の 奥 側 か ら 手 前 側 に 向 か っ て 巻 回 さ れ て い る 。 こ れ ら の 巻 回 部 の 上 端 部 １

１ ２ ａ ， １ １ ３ ａ が 、 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ ， １ ２ に よ っ て 各 々 支 持 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ５ ４ 】

　 第 ６ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ０ １ で は 、 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ ， １ ２ の

保 持 解 除 機 構 と し て 機 能 す る ２ つ の 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ ， １ ８ の 基 端 部 が 、 巻 回 部 １ １ ２

， １ １ ３ の 設 置 さ れ た 橋 桁 ３ ， ４ と 異 な る 橋 桁 ４ ， ３ に 連 結 さ れ て い る 。 詳 し く は 、 第 １

の 橋 桁 ３ の 端 部 に 配 置 さ れ た 巻 回 部 １ １ ２ を 保 持 す る 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ は 、 連 結 紐 １ ６

に 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ の 先 端 側 の 環 状 部 分 １ ８ ａ が 係 合 し て い る と 共 に 、 こ の 解 除 用 線

状 部 材 １ ８ の 基 端 部 が 、 第 ２ の 橋 桁 ４ 側 の 横 桁 ２ ０ Ｂ に 連 結 さ れ て い る 。 一 方 、 第 ２ の 橋

桁 ４ の 端 部 に 配 置 さ れ た 巻 回 部 １ １ ３ を 保 持 す る 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ は 、 連 結 紐 １ ６ に 、

解 除 用 線 状 部 材 １ ８ の 先 端 側 の 環 状 部 分 １ ８ ａ が 係 合 し て い る と 共 に 、 こ の 解 除 用 線 状 部

材 １ ８ の 基 端 部 が 、 第 １ の 橋 桁 ３ 側 の 横 桁 ２ ０ Ａ に 連 結 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ５ ５ 】

　 上 記 構 成 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ０ １ は 、 地 震 等 に よ り 、 道 路 橋 ２ の 第 １ の 橋

桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間 に 基 準 値 以 上 の 変 位 が 生 じ る と 、 各 々 の 橋 桁 ３ ， ４ に 連 結 さ れ

た 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ ， １ ８ が 緊 張 し て 張 力 が 発 生 す る 。 こ の 張 力 に よ り 、 ２ つ の 解 除 用

線 状 部 材 １ ８ ， １ ８ の 先 端 側 の 環 状 部 分 １ ８ ａ ， １ ８ ａ に 係 合 し て い る 余 長 部 保 持 部 材 １

２ ， １ ２ の 連 結 紐 １ ６ ， １ ６ が 切 断 さ れ 、 余 長 部 の 上 端 部 １ １ ２ ａ ， １ １ ３ ａ と 支 持 部 材

１ ４ の 間 の 連 結 が 解 除 さ れ る 。 こ う し て 、 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ ， １ ２ に よ る 余 長 部 １ １ １

の 巻 回 部 １ １ ２ ， １ １ ３ の 保 持 が 解 除 さ れ る 。 そ の 結 果 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ １ は 、 ２

つ の 巻 回 部 １ １ ２ ， １ １ ３ の 巻 回 が 解 か れ 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 生 じ る 変

位 に 追 従 し て 伸 展 す る 。 こ こ で 、 ２ つ の 巻 回 部 １ １ ２ ， １ １ ３ は 、 互 い に 反 対 側 に 巻 回 さ

れ て い る の で 、 解 か れ る と 、 巻 回 部 １ １ ２ ， １ １ ３ の 各 々 の 捻 じ れ が 互 い に 解 消 さ れ て 、

ケ ー ブ ル １ ０ は 捻 じ れ が 生 じ る こ と な く 伸 展 で き る 。 こ う し て 、 本 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ

ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ０ １ に よ れ ば 、 地 震 等 に よ り 橋 桁 ３ ， ４ の 間 に 大 き な 変 位 が 生 じ て も

、 ケ ー ブ ル １ ０ に 捻 じ れ や 断 線 等 が 生 じ る 不 都 合 を 効 果 的 に 防 止 で き 、 高 い 耐 震 性 を 発 揮

す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ５ ６ 】

　 図 ９ は 、 第 ７ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ２ １ が 設 け ら れ た 道 路 橋 ２ を 示

す 模 式 図 で あ る 。 本 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ２ １ は 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部

１ ３ １ の 形 状 以 外 は 、 第 １ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ と 同 様 の 構 成 を 有 す

る 。 第 ７ 実 施 形 態 に お い て 、 第 １ 実 施 形 態 と 同 様 の 機 能 を 奏 す る 部 分 に は 同 一 の 符 号 を 用

い て 詳 細 な 説 明 を 省 略 す る 。

【 ０ ０ ５ ７ 】

　 第 ７ 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ２ １ は 、 第 １ の 橋 梁 ３ の 端 部 に 、 ケ ー ブ

ル １ ０ を 山 型 に 屈 曲 し て な る 余 長 部 １ ３ １ が 設 け ら れ て い る 。 こ の 山 型 の 余 長 部 １ ３ １ の

上 端 部 １ ３ １ ａ が 、 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ に よ っ て 第 １ の 橋 梁 ３ の 支 持 部 材 １ ４ に 支 持 さ れ

て い る 。

【 ０ ０ ５ ８ 】

　 上 記 構 成 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ２ １ は 、 地 震 等 に よ り 、 道 路 橋 ２ の 第 １ の 橋

桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間 に 基 準 値 以 上 の 変 位 が 生 じ る と 、 各 々 の 橋 桁 ３ ， ４ に 連 結 さ れ

た 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ が 緊 張 し て 張 力 が 発 生 す る 。 こ の 張 力 に よ り 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８

の 先 端 側 の 環 状 部 分 １ ８ ａ に 係 合 し て い る 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ の 連 結 紐 １ ６ ， １ ６ が 切 断

さ れ 、 余 長 部 の 上 端 部 １ ３ １ ａ と 支 持 部 材 １ ４ の 間 の 連 結 が 解 除 さ れ る 。 こ う し て 、 余 長

部 保 持 部 材 １ ２ に よ る 余 長 部 １ ３ １ の 保 持 が 解 除 さ れ る 。 そ の 結 果 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １
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３ １ が 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 生 じ る 変 位 に 追 従 し て 伸 展 す る 。 こ う し て 、

本 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ２ １ に よ れ ば 、 地 震 等 に よ り 橋 桁 ３ ， ４ の 間

に 大 き な 変 位 が 生 じ て も 、 ケ ー ブ ル １ ０ に 捻 じ れ や 断 線 等 が 生 じ る 不 都 合 を 効 果 的 に 防 止

で き 、 高 い 耐 震 性 を 発 揮 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ５ ９ 】

　 上 記 第 １ 、 第 ６ 及 び 第 ７ の 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ， １ ０ １ ， １ ２ １

は 、 ケ ー ブ ル の 余 長 部 １ １ ， １ １ １ ， １ ３ １ を 、 連 結 紐 １ ６ を 含 む 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ で

支 持 す る と 共 に 、 解 除 用 線 状 部 材 １ ８ に よ る 保 持 解 除 機 構 で 余 長 部 保 持 部 材 １ ２ の 保 持 機

能 を 解 除 し た が 、 他 の 余 長 部 保 持 部 材 や 保 持 解 除 機 構 を 備 え て も よ い 。 例 え ば 、 第 １ 、 第

６ 及 び 第 ７ の 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ， １ ０ １ ， １ ２ １ は 、 第 ２ 実 施 形

態 の 連 結 紐 切 断 装 置 ２ ３ を 用 い た 保 持 解 除 機 構 を 備 え て も よ く 、 第 ３ 実 施 形 態 の 連 結 紐 切

断 具 ３ ３ を 用 い た 保 持 解 除 機 構 を 備 え て も よ く 、 第 ４ 実 施 形 態 の 係 合 金 具 ４ ６ を 用 い た 余

長 部 保 持 部 材 ４ ２ を 備 え て も よ く 、 第 ５ 実 施 形 態 の 吸 着 部 ５ ３ を 用 い た 余 長 部 保 持 部 材 ５

２ を 備 え て も よ い 。

【 ０ ０ ６ ０ 】

　 ま た 、 上 記 各 実 施 形 態 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ， １ ０ １ ， １ ２ １ に お い て 、 余

長 部 保 持 部 材 の 線 状 部 材 と し て ビ ニ ロ ン 製 の 連 結 紐 １ ６ を 用 い る と 共 に 、 保 持 解 除 機 構 の

引 張 部 材 や 切 断 部 材 を 形 成 す る 線 状 部 材 と し て ス テ ン レ ス 製 ワ イ ヤ の 解 除 用 線 状 部 材 １ ８

を 用 い た が 、 余 長 部 保 持 部 材 の 線 状 部 材 と 保 持 解 除 機 構 の 線 状 部 材 は 、 こ れ ら の 材 料 に 限

定 さ れ な い 。 保 持 解 除 機 構 の 線 状 部 材 が 余 長 部 保 持 部 材 の 線 状 部 材 よ り も 高 い 強 度 を 有 し

て い れ ば 、 材 料 は 特 に 限 定 さ れ な い 。

【 ０ ０ ６ １ 】

　 ま た 、 上 記 各 実 施 形 態 に お い て 、 保 持 解 除 機 構 が 作 動 す る 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４

と の 間 の 変 位 の 基 準 値 は 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 生 じ 得 る 状 況 に 応 じ て 、 適

宜 設 定 す る こ と が で き る 。 例 え ば 、 上 記 基 準 値 は 、 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ が 、 橋 脚

５ に よ っ て 支 持 さ れ た 状 態 で 取 り 得 る 最 大 の 変 位 に 設 定 す る こ と が で き る 。 ま た 、 地 震 時

に 、 橋 脚 ５ か ら 離 脱 し た 第 １ の 橋 桁 ３ 及 び ／ 又 は 第 ２ の 橋 桁 ４ が 支 持 さ れ る 地 震 時 支 持 機

構 を 設 け 、 こ の 地 震 時 支 持 機 構 に 支 持 さ れ た 第 １ の 橋 桁 ３ と 第 ２ の 橋 桁 ４ の 間 に 生 じ る 変

位 を 基 準 値 に 設 定 し て も よ い 。

【 ０ ０ ６ ２ 】

　 ま た 、 第 １ 乃 至 第 ７ 実 施 形 態 に お い て 、 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 １ ， １ ０ １ ， １ ２

１ を 、 第 １ 部 材 と し て の 第 １ の 橋 桁 ３ と 、 第 ２ 部 材 と し て の 第 ２ の 橋 桁 ４ と の 間 に 設 置 し

た が 、 第 １ 部 材 と 第 ２ 部 材 は 橋 桁 に 限 定 さ れ な い 。 例 え ば 、 第 １ 部 材 及 び 第 ２ 部 材 と し て

、 橋 桁 と 橋 台 を 用 い る 等 、 橋 梁 を 構 成 し 、 変 位 が 生 じ る 可 能 性 の あ る 部 材 と 部 材 と の 間 に

、 本 発 明 を 広 く 適 用 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ６ ３ 】

　 ま た 、 上 記 各 実 施 形 態 は 、 本 発 明 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 を 、 橋 桁 ３ ， ４ を 備 え

る 道 路 橋 ２ に 適 用 さ れ た 場 合 に つ い て 例 示 し た が 、 Ｉ 桁 や 箱 桁 等 の 種 々 の 橋 桁 を 有 す る 橋

梁 に 適 用 で き 、 橋 梁 の 構 造 は 限 定 さ れ な い 。 ま た 、 橋 梁 の 用 途 は 道 路 に 限 定 さ れ ず 、 鉄 道

、 水 道 、 ガ ス 及 び 電 力 等 、 種 々 の 用 途 の 橋 梁 に 、 本 発 明 の 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造 を

適 用 で き る 。

【 ０ ０ ６ ４ 】

　 本 発 明 は 、 以 上 説 明 し た 実 施 の 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 多 く の 変 形 が 、 本 発 明

の 技 術 的 思 想 内 で 当 分 野 に お い て 通 常 の 知 識 を 有 す る 者 に よ り 可 能 で あ る 。

【 符 号 の 説 明 】

【 ０ ０ ６ ５ 】

　 １ ， １ ０ １ ， １ ２ １ 　 橋 梁 添 架 ケ ー ブ ル の 取 付 構 造

　 ２ 　 道 路 橋

　 ３ 　 第 １ の 橋 桁

　 ４ 　 第 ２ の 橋 桁
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　 ６ ， ７ 　 支 承

　 ８ ， ９ 　 ケ ー ブ ル ラ ッ ク

　 １ ０ 　 ケ ー ブ ル

　 １ １ ， １ １ １ ， １ ３ １ 　 ケ ー ブ ル の 余 長 部

　 １ １ ａ ， １ １ ｂ ， １ ３ １ ａ 　 余 長 部 の 上 端 部

　 １ ２ ， ４ ２ ， ５ ２ 　 余 長 部 保 持 部 材

　 １ ４ ， ４ ５ 　 支 持 部 材

　 １ ５ 　 筒 状 部 材

　 １ ６ 　 連 結 紐

　 １ ８ 　 解 除 用 線 状 部 材

　 １ ８ ａ 　 解 除 用 線 状 部 材 の 環 状 部 分

　 ２ ０ ， ２ ０ Ａ ， ２ ０ Ｂ 　 横 桁

　 ２ ３ 　 連 結 紐 切 断 装 置

　 ２ ７ ， ３ ５ 　 切 断 刃

　 ３ ３ 　 連 結 紐 切 断 具

　 ４ ４ 　 床 版

　 ４ ６ 　 係 合 金 具

　 ５ ３ 　 吸 着 部

　 １ １ ２ ， １ １ ３ 　 巻 回 部

　 １ １ ２ ａ ， １ １ ３ ａ 　 巻 回 部 の 上 端 部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ Ａ 】

【 図 ４ Ｂ 】

【 図 ４ Ｃ 】

【 図 ５ Ａ 】

【 図 ５ Ｂ 】

【 図 ５ Ｃ 】

【 図 ６ Ａ 】
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【 図 ６ Ｂ 】

【 図 ７ Ａ 】

【 図 ７ Ｂ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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